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(57)【要約】
【課題】様々な用途に応用可能な所望の平坦性、可撓性
、及び絶縁性を有し、金属基板の膨張・収縮への良好な
追従が可能で、生産効率の高い、可撓性基板、その製造
方法、及びこの可撓性基板を用いた製品を提供する。
【解決手段】可撓性を有する金属基板２と、金属基板２
の上に設けられた平坦化層３と、を有する可撓性基板１
であって、平坦化層３が、シロキサン化合物と、重合時
にこのシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官
能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａ
と、から構成されるポリシロキサン重合体を含有する可
撓性基板１を用いることによって、上記課題を解決する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する金属基板と、該金属基板の上に設けられた平坦化層と、を有する可撓性
基板であって、
　前記平坦化層が、シロキサン化合物と、重合時に該シロキサン化合物が有する水酸基と
反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、から構成される
ポリシロキサン重合体を含有することを特徴とする可撓性基板。
【請求項２】
　前記金属基板の厚さが、０．０５ｍｍ以上、５ｍｍ以下である、請求項１に記載の可撓
性基板。
【請求項３】
　前記平坦化層の上に絶縁層をさらに設ける、請求項１又は２に記載の可撓性基板。
【請求項４】
　前記平坦化層の上に放熱層をさらに設ける、請求項１又は２に記載の可撓性基板。
【請求項５】
　前記可撓性基板の表面の最大高低差（Ｒｍａｘ）が７５０ｎｍ以下である、請求項１～
４のいずれか１項に記載の可撓性基板。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の可撓性基板の製造方法であって、
　シロキサン化合物と、重合時に該シロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基
を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、を重合させて得たポリシロキサン
重合体を用いて平坦化層を成膜する平坦化層形成工程を有することを特徴とする可撓性基
板の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の可撓性基板を用いた製品であって、該製品が、デ
ィスプレイ、照明、又は太陽電池であることを特徴とする製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可撓性基板、この可撓性基板の製造方法、及びこの可撓性基板を用いた製品
に関する。特に、太陽電池、液晶ディスプレイ、ＯＬＥＤ（Organic　light-emitting　d
iode　有機発光ダイオード）ディスプレイ、及びＯＬＥＤ照明等の製品に利用できる可撓
性基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ、ＯＬＥＤディスプレイ等に用いられる可撓性基板については、従来
から研究開発が行われている。
【０００３】
　特許文献１には、所望の可撓性が得られる厚みをもった金属基板層と、この金属基板層
上に形成され、上面がディスプレイの構成要素を形成するために十分な平坦性をもった平
坦化層と、この平坦化層上に形成され、上面の表面粗さが下面の表面粗さとほぼ等しく、
上面に形成されるディスプレイの構成要素と前記金属基板層との間で十分な絶縁性を確保
できる厚みをもった絶縁層と、の三層からなるディスプレイ用可撓性基板が紹介されてい
る。そして、平坦化層については、一般にＳＯＧ（Spin　On　Glass）と呼ばれているコ
ーティングガラスを液状材料として金属基板上に塗布し、これを固化させれば、上面が平
坦なガラスからなる平坦化層を形成することができる、とのことである。
【０００４】
　同文献によれば、金属基板層、平坦化層、絶縁層の三層構造を採るようにしたため、可
撓性を有し、かつ、ディスプレイ用として利用するのに適した基板を実現できるとのこと
である。
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【０００５】
　また、特許文献２には、特定の環状ジハイドロジェンポリシロキサン、特定のハイドロ
ジェンポリシロキサン、又は環状ジハイドロジェンポリシロキサンとハイドロジェンポリ
シロキサンの混合物を、必要に応じて１２０℃未満の硬化しない温度に保持して流動性を
高めるか有機溶剤で希釈して、無機質基板上に被覆し、必要に応じて１２０℃未満の硬化
しない温度に保持して該有機溶剤を揮発させ、ついで、環状ジハイドロジェンポリシロキ
サン、ハイドロジェンポリシロキサン、又は環状ジハイドロジェンポリシロキサンとハイ
ドロジェンポリシロキサンの混合物を硬化させる、鉛筆硬度が２Ｈ～９Ｈであるシリカ系
ガラス薄層を有する無機質基板の製造方法が紹介されている。
【０００６】
　同文献の製造方法の採用により、平坦でありクラックがなく、耐熱性、電気絶縁性、可
撓性に優れ、鉛筆高度が２Ｈ～９Ｈ、好ましくは４Ｈ～９Ｈ、より好ましくは７Ｈ～９Ｈ
であるシリカ系ガラス薄層を有する無機質基板を製造することができる、とのことである
。また、無機質基板は、平坦さが１０ｎｍ以下である、とのことである。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－２９３２９３号公報（請求項１、第００３２段落、第００３
９段落）
【特許文献２】特開２００７－１１１６４５号公報（請求項１、第００３４段落、第００
３９段落、第００５４段落）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１では、ディスプレイ用可撓性基板の要求性能たる、（ア）可撓性、（イ）絶
縁性、（ウ）平坦性、及び（エ）耐熱性を、金属基板層、平坦化層、及び絶縁層の三層構
造で確保しており、一定の有用性がある。
【０００９】
　しかしながら、近年のより高性能化の要求に伴い、平坦性、生産性、及び可撓性につい
てさらなる改善が必要になっている。具体的には、本発明者の検討によると、上記３層構
造に類似する構成の採用を試みたところ、可撓性基板表面のＲｍａｘが１０００ｎｍ程度
になる場合もあることがわかり、３層構造では平坦性につき未だ課題を有するものとなる
ことがわかった。また、特許文献１では、金属基板の採用で耐熱性・可撓性を確保し、平
坦化層の採用で平坦性を確保し、絶縁層の採用で絶縁性を確保するという手法を採用する
がゆえに３層構造を用いているが、層の数を減らしてさらに生産効率を上げるという課題
もある。また、平坦化層に用いるＳＯＧは、堅い材料なので、金属基板の可撓性を十分に
利用できないという課題を有している。
【００１０】
　一方で、特許文献２では、特定の環状ジハイドロジェンポリシロキサン、及び特定のハ
イドロジェンポリシロキサンを用い、さらに特定の製造方法とすることにより、鉛筆高度
がより好ましくは７Ｈ～９Ｈであり、平坦さが１０ｎｍ以下である、シリカ系ガラス薄層
を有する無機質基板を製造している。実際に、実施例１では、Ｒｍａｘが６．１ｎｍであ
り、鉛筆硬度が９Ｈとなっている。
【００１１】
　しかしながら、本発明者の検討によれば、過度に平坦性を確保しすぎると、可撓性基板
の使用用途によってはかえってその効用が発揮されにくくなる場合があることがわかった
。具体的には、太陽電池を支持する基板として可撓性基板を採用することを考えると、可
撓性基板に一定の表面粗さを付与すると、照射される太陽光を乱反射させることができる
ようになり太陽電池の吸収効率を上げることができるようになる。また、特許文献２では
、特定の材料や製造方法を用いて鉛筆硬度が９Ｈ程度の非常に堅いシリカ系ガラス薄層を
得ているが、このような非常に堅いシリカ系ガラス薄層では、金属基板の膨張収縮にシリ
カ系ガラス薄層が追従しにくくなり、シリカ系ガラス薄層が金属基板から剥がれやすくな
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るという課題もある。さらに、可撓性も不十分になりやすいという課題もある。
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、様々な用途
に応用可能な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、金属基板の膨張・収縮への良好
な追従が可能で、生産効率の高い、可撓性基板及びその製造方法並びにこの可撓性基板を
用いた製品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者は、金属基板の上に設ける平坦化層にポリシロキサン重合体を用い、このポリ
シロキサン重合体の構造を制御することにより、平坦化層の堅さを制御して、所望の平坦
性や可撓性を確保しつつも、金属基板の膨張・収縮への良好な追従が可能となることを見
出した。そして、上記特定のポリシロキサン重合体の採用により、絶縁性及び平坦性を一
層で確保することができるので、可撓性基板の生産効率を向上させることが可能となるこ
とを見出し、本発明を完成させた。
【００１４】
　上記課題を解決するための本発明の可撓性基板は、可撓性を有する金属基板と、該金属
基板の上に設けられた平坦化層と、を有する可撓性基板であって、前記平坦化層が、シロ
キサン化合物と、重合時に該シロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子
内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、から構成されるポリシロキサン重合体を
含有することを特徴とする。
【００１５】
　この発明によれば、可撓性を有する金属基板と、この金属基板の上に設けられた平坦化
層と、を有する可撓性基板であって、上記平坦化層が、シロキサン化合物と、重合時に該
シロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有
しない化合物Ａと、から構成されるポリシロキサン重合体を含有するので、ポリシロキサ
ン重合体の構造を制御して平坦化層の物性を制御することができるようになるとともに平
坦化層で平坦性と絶縁性とを確保することができるので、その結果、様々な用途に応用可
能な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、金属基板の膨張・収縮への良好な追従が
可能で、生産効率の高い、可撓性基板を提供することができる。
【００１６】
　本発明の可撓性基板の好ましい他の態様においては、前記金属基板の厚さが、０．０５
ｍｍ以上、５ｍｍ以下である。
【００１７】
　この発明によれば、金属基板の厚さが、０．０５ｍｍ以上、５ｍｍ以下であるので、金
属基板の可撓性が確実に確保され、かつ金属基板の耐屈曲性も確保されるようになり、そ
の結果、可撓性基板の可撓性をより良好にしやすくなる。
【００１８】
　本発明の可撓性基板の好ましい他の態様においては、前記平坦化層の上に絶縁層をさら
に設ける。
【００１９】
　この発明によれば、平坦化層の上に絶縁層をさらに設けるので、絶縁層に用いる材料を
適宜選択することにより可撓性基板にさらなる機能を付与することができるようになり、
その結果、種々の用途に適用可能な可撓性基板が得られるようになる。
【００２０】
　本発明の可撓性基板の好ましい他の態様においては、前記平坦化層の上に放熱層をさら
に設ける。
【００２１】
　この発明によれば、平坦化層の上に放熱層をさらに設けるので、可撓性基板に良好な放
熱性を付与することができるようになり、その結果、種々の用途に適用可能な可撓性基板
が得られるようになる。
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【００２２】
　本発明の可撓性基板の好ましい他の態様においては、前記可撓性基板の表面の最大高低
差（Ｒｍａｘ）が７５０ｎｍ以下である。
【００２３】
　この発明によれば、可撓性基板の表面の最大高低差（Ｒｍａｘ）が７５０ｎｍ以下であ
るので、可撓性基板の表面粗さが過度に粗くなる又は過度に平坦になるということがなく
なり、その結果、様々な用途に応用可能な可撓性基板が得られる。
【００２４】
　上記課題を解決するための本発明の可撓性基板の製造方法は、本発明の可撓性基板の製
造方法であって、シロキサン化合物と、重合時に該シロキサン化合物が有する水酸基と反
応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、を重合させて得た
ポリシロキサン重合体を用いて平坦化層を成膜する平坦化層形成工程を有することを特徴
とする。
【００２５】
　この発明によれば、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸
基と反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、を重合させ
て得たポリシロキサン重合体を用いて平坦化層を成膜する平坦化層形成工程を有するので
、ポリシロキサン重合体の構造を制御して平坦化層の物性を制御することができるように
なるとともに平坦化層で平坦性と絶縁性とを確保することができるので、その結果、様々
な用途に応用可能な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、金属基板の膨張・収縮へ
の良好な追従が可能で、生産効率の高い、可撓性基板の製造方法を提供することができる
。
【００２６】
　上記課題を解決するための本発明の製品は、本発明の可撓性基板を用いた製品であって
、該製品が、ディスプレイ、照明、又は太陽電池であることを特徴とする。
【００２７】
　この発明によれば、本発明の可撓性基板を用いた製品であって、この製品が、ディスプ
レイ、照明、又は太陽電池であるので、より高いガスバリア性や所定の表面粗さが必要と
される製品に本発明の可撓性基板が用いられることになり、その結果、より高性能なディ
スプレイ、照明、及び太陽電池を提供することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、様々な用途に応用可能な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、
金属基板の膨張・収縮への良好な追従が可能で、生産効率の高い、可撓性基板を提供する
ことができる。より具体的には、本発明によれば、金属基板及び所定の構造のポリシロキ
サン重合体を含有する平坦化層の二層構造を採るようにしたため、可撓性を有し、かつ、
ディスプレイ用として利用するのに適した可撓性基板を実現できる。
【００２９】
　本発明によれば、様々な用途に応用可能な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、
金属基板の膨張・収縮への良好な追従が可能で、生産効率の高い、可撓性基板の製造方法
を提供することができる。より具体的には、本発明によれば、金属基板及び所定の構造の
ポリシロキサン重合体を含有する平坦化層の二層構造を採るようにしたため、可撓性を有
し、かつ、ディスプレイ用として利用するのに適した可撓性基板の製造方法を実現できる
。
【００３０】
　本発明によれば、様々な用途に応用可能な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、
金属基板の膨張・収縮への良好な追従が可能で、生産効率の高い、可撓性基板を用いる製
品を提供することができる。より具体的には、本発明によれば、金属基板及び所定の構造
のポリシロキサン重合体を含有する平坦化層の二層構造を採るようにしたため、可撓性を
有し、かつ、ディスプレイ用として利用するのに適した可撓性基板を用いた製品を実現で
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きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　次に、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限
定されるものではなく、その要旨の範囲内で種々変形して実施することができる。
【００３２】
　（可撓性基板）
　図１は、本発明の可撓性基板の一例を示す模式的な断面図である。可撓性基板１Ａは、
可撓性を有する金属基板２と、金属基板２の上に設けられた平坦化層３と、を有する。そ
して、平坦化層３が、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸
基と反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、から構成さ
れるポリシロキサン重合体を含有する。これにより、ポリシロキサン重合体の構造を制御
して平坦化層３の物性を制御することができるようになるとともに平坦化層３で平坦性と
絶縁性とを確保することができるので、その結果、様々な用途に応用可能な所望の平坦性
、可撓性、及び絶縁性を有し、金属基板２の膨張・収縮への良好な追従が可能で、生産効
率の高い、可撓性基板１Ａを提供することができる。なお、可撓性基板１Ａにおいては、
金属基板２と平坦化層３とが接して設けられているが、必要に応じて、金属基板２と平坦
化層３との間に適宜他の層を設けてもよい。
【００３３】
　可撓性基板１Ａは、ディスプレイ用途や太陽電池用途等に用いられ、種々の機能が求め
られるが、その中でも重要なのは、「耐熱性」、「可撓性」、「平坦性」、及び「絶縁性
」の各種機能を具備することである。このような条件を満たすための可撓性基板１Ａを実
現するために、金属基板２をベースとして用いている。金属基板２は、厚みをある程度に
抑えれば、所望の可撓性が得られ、十分な堅牢性を発揮する。このため、ガラス基板やシ
リコン基板と比較して、曲げ応力や衝撃によってクラックが入ったり破損したりするとい
う現象が起きにくいという利点がある。また、金属基板２は、高温にも耐えられる耐熱性
を有する。一般に、フィルム状の基板として、プラスチックやポリイミドなどの樹脂フィ
ルムが電子回路に利用されているが、このような樹脂フィルムは十分な可撓性は有するも
のの、耐熱性に欠けているため、本発明に利用するには不適当である。このように、本発
明では、ベースとして金属基板２を採用することにより、「可撓性」及び「耐熱性」の条
件が満足されることになる。そして、この金属基板２をベースにしつつ、さらに「絶縁性
」と「平坦性」という２条件を満足するために、特定の材料から構成されるポリシロキサ
ン重合体を含有する平坦化層３を金属基板２の上に設けている。
【００３４】
　金属基板２は、可撓性基板１Ａのベースとなる層であり、所望の可撓性が得られる厚み
をもった金属の板によって構成されている。この金属基板２の上面（実際には下面も）の
表面粗さは、ごく一般的な金属板の表面粗さ（Ｒｍａｘが数μｍ程度）でもかまわない。
なお、平坦化層３を用いない場合には、金属基板２の表面粗さをガラス基板並（Ｒｍａｘ
＝５０ｎｍ程度）にする必要があり、このため金属基板２の表面を研磨する必要がある。
具体的には、数μｍ程度のＲｍａｘが５０ｎｍ程度になるまで金属基板２の表面を研磨し
なければならない。しかしながら、このような金属基板２の表面研磨加工は、電解研磨な
どの手法で行うことが可能であるが、可撓性基板の量産を前提とすると、生産効率やコス
ト面において現実的な手法とは言い難い。そこで、本発明では、所定のポリシロキサン重
合体を含有する平坦化層３を用いるのである。
【００３５】
　金属基板２は、金属、合金等の材料からなる。こうした材料としては、所定の可撓性を
実現できるようなものであればよく特に制限されないが、例えば、ステンレス鋼（ＳＵＳ
）、インバー材（インバール材、アンバー材、Ｆｅ－Ｎｉ合金）、コバール材（Ｆｅ－Ｃ
ｏ－Ｎｉの合金）、ジュラルミン、及び珪素鋼等を挙げることができる。
【００３６】
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　金属基板２は、その厚さが、０．０５ｍｍ以上、５ｍｍ以下であることが好ましい。こ
れにより、金属基板２の可撓性が確実に確保され、かつ金属基板２の耐屈曲性も確保され
るようになり、その結果、可撓性基板１Ａの可撓性をより良好にしやすくなる。金属基板
２の厚さは、より好ましくは０．０８ｍｍ以上、さらに好ましくは０．１ｍｍ以上、また
、より好ましくは３ｍｍ以下、さらに好ましくは１ｍｍ以下とする。
【００３７】
　金属基板２は、従来公知の製造方法で得ることができる。例えば、圧延により所望の大
きさや厚さに加工すればよい。
【００３８】
　平坦化層３は、金属基板２の上面の表面粗さを平坦化する機能をもった層である。そし
て、可撓性基板１Ａの上にディスプレイ等の構成要素を形成するために、平坦化層３の表
面は、所定の平坦性を有するものとなっている。
【００３９】
　平坦化層３は、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有する水酸基と
反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、から構成される
ポリシロキサン重合体を含有する。より具体的には、ポリシロキサン重合体は、シロキサ
ン化合物と化合物Ａとを重合させることによって得られるものである。これにより、ポリ
シロキサン重合体の構造を制御して平坦化層３の物性を制御することができるようになる
とともに平坦化層３で平坦性と絶縁性とを確保することができるようになる。従来、平坦
化層は、ＳＯＧ（Spin　On　Glass）と呼ばれているコーティングガラスを用いて形成さ
れるのが通常であった。具体的には、金属基板上に液状のコーティングガラスをスピンコ
ート法などで塗布・固化させて平坦化層が形成され、所定の平坦性を確保していた。しか
しながら、現在入手可能なコーティングガラスは絶縁性が不十分であるため、可撓性を確
保できる厚さで平坦化層を形成した場合には、平坦化層の上に形成されることがあるＴＦ
Ｔ素子（Thin　Film　Transistor：薄膜トランジスタ素子）やＭＩＭ素子（Metal　Insul
ator　Metal：金属／絶縁体／金属なるサンドイッチ構造をもった素子）と、ベースとな
る金属基板と、の間の絶縁性を確保できないという課題があった。また、絶縁性を確保で
きるような厚さとすると、平坦化層が堅くなり過ぎて、金属基板の可撓性が失われてしま
うという課題があった。そこで、本発明においては、従来のＳＯＧに代えて、絶縁性に優
れる特定のポリシロキサン重合体を採用し、厚さを厚くすることなく「絶縁性」と「平坦
性」とを確保することができるようにしている。
【００４０】
　平坦化層３においては、上述のとおり、ポリシロキサン重合体の構造を制御して平坦化
層３の物性を制御することができるようになるとともに平坦化層３で平坦性と絶縁性とを
確保することができるようになる。より具体的には、シロキサン化合物の重合度や架橋度
を化合物Ａによって制御したポリシロキサン重合体を得ることができる。このため、ポリ
シロキサン重合体が有するＳｉ－Ｏ結合の比率を調整して平坦化層３の堅さを制御するこ
とができるので、平坦化層３が金属基板２の膨張・収縮に追従しやすくなり、平坦化層３
と金属基板２との接着性を確保しやすくなる。加えて、平坦化層３においては、平坦化層
３中のＳｉが金属基板２との相互作用を良好にする傾向となる。その結果、金属基板２と
平坦化層３との接着性をさらに確保しやすくなる。
【００４１】
　平坦化層３に含有させるポリシロキサン重合体における、シロキサン化合物と化合物Ａ
との重合は、シロキサン化合物が水酸基を有する場合には、この水酸基を化合物Ａの官能
基とを反応させることによって行われる。シロキサン化合物が水酸基を有するものでない
場合には、シロキサン化合物をアルコール溶液等中に存在させることで置換基交換を行い
、シロキサン化合物に形成される水酸基を利用する。このように、少なくとも重合時には
シロキサン化合物は水酸基を有することとなるので、この水酸基を化合物Ａの官能基と反
応させて重合を進行させればよい。すなわち、「シロキサン化合物が有する水酸基」とは
、シロキサン化合物が元々有する水酸基か、又は重合時にシロキサン化合物に形成される
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水酸基のことと考えればよい。
【００４２】
　シロキサン化合物としては、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、
テトライソプロポキシシラン、テトラブトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチ
ルトリエトキシシラン、メチルトリイソプロポキシシラン、メチルトリブトキシシラン、
エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラ
ン、エチルトリブトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン
、ジメチルジイソプロポキシシラン、ジメチルジブトキシシラン、ジエチルジメトキシシ
ラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルジイソプロポキシシラン、ジエチルジブトキ
シシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリイソプロ
ポキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン
、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキ
シシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン等のアルコキシシラン類、ヘ
キサメチルジシラザン、テトラメチルジシラザン、１，３－ジフェニルテトラメチルジシ
ラザン、１，３－ジビニル－１，１，３，３－テトラメチルジシラザン等のシラザン類、
またこれらの錯体化合物、メチルトリアセトキシシラン、トリメチルシラノール等、また
はこれらの化合物を含む高分子有機化合物類が挙げられる。
【００４３】
　上記のシロキサン化合物のうち、重合の際の反応性を制御する観点から、ヘキサメチル
ジシラザン、テトラエトキシシラン、テトラメトキシシラン、テトライソプロポキシシラ
ン、及びテトラブトキシシランの少なくとも１つを用いるのが好ましく、テトラエトキシ
シラン、テトライソプロポキシシランの少なくとも１つを用いるのがより好ましい。
【００４４】
　重合時にシロキサン化合物が有する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を
分子内に有しない化合物Ａは、上記シロキサン化合物の重合度を制御するために用いられ
るものである。化合物Ａを用いることにより、平坦化層３の堅さ等の物性を制御しやすく
なる。
【００４５】
　こうした化合物Ａは、重合時にシロキサン化合物中の水酸基と反応しうる官能基を分子
内に有する化合物であるが、化合物Ａは珪素を分子内に有することはない。これは、化合
物Ａが珪素を含むと、ポリシロキサン重合体の物性の制御がしにくくなるからである。上
記官能基は、特に限定されないが、例えば、エポキシ基、カルボキシル基、イソシアネー
ト基、オキサゾリニル基、これら官能基から誘導される基等を挙げることができる。
【００４６】
　化合物Ａは、特に制限はないが、カルボン酸エステルを用いることが好ましく、低級の
カルボン酸エステルを用いることがより好ましく、分子内のカルボン酸エステル（－ＣＯ
ＯＲ：Ｒは１価の有機基）の数が１以上、３以下のカルボン酸エステルを用いることがさ
らに好ましい。こうしたカルボン酸エステルを用いることによりポリシロキサン重合体を
重合する際の重合スピードの調節がしやすくなる。例えば、化合物Ａに酸性の強いものを
用いると重合のスピードが速くなりすぎてポリシロキサン重合体が析出する等の現象が起
きやすくなり、また、化合物Ａに脂肪酸エステルを用いると、ポリシロキサン重合体の重
合スピードが確保できず良好な成膜が難しくなる場合がある。
【００４７】
　化合物Ａとしては、例えば、蟻酸メチル、酢酸メチル、プロピオン酸メチル、酪酸メチ
ル、吉草酸メチル、蓚酸ジメチル、マロン酸ジメチル、琥珀酸ジメチル、蟻酸エチル、酢
酸エチル、プロピオン酸エチル、酪酸エチル、吉草酸エチル、蓚酸ジエチル、マロン酸ジ
エチル、及び琥珀酸ジエチル等を挙げることができる。これら化合物Ａのうち、ポリシロ
キサン重合体を含有する塗布液を用いて平坦化層３を形成する方法を用いる場合に、反応
進行に伴って発生する塗布液の塗布性の不良を抑制する観点から、蟻酸メチル、酢酸メチ
ル、プロピオン酸メチル、マロン酸ジメチル、及び蓚酸ジメチルの少なくとも１つを用い
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るのが好ましく、蟻酸メチル、酢酸メチル、マロン酸ジメチル、及び蓚酸ジメチルの少な
くとも１つを用いるのがより好ましい。
【００４８】
　平坦化層３には、ポリシロキサン重合体以外の材料を適宜含有させてもよい。例えば、
ポリシロキサン重合体を含有する塗布液を用いて平坦化層３を形成する方法を用いる場合
に、この塗布液の分散性を向上・確保する観点から、例えば、ラウリル硫酸ナトリウム、
ポリビニルアルコール、及びポリエチレングリコール等の界面活性剤をさらに含有させて
もよい。ポリシロキサン重合体以外の材料を含有させる場合には、その含有量は、通常、
３重量％以上、１５重量％以下とする。
【００４９】
　平坦化層３は、その組成が、Ｓｉ：Ｏ：Ｎ：Ｃ＝１：０．５～２：０～０．５：０．１
～１であることが好ましい。これにより、平坦化層３の柔軟性と剛直性とが両立しやすく
なり、その結果、平坦性、可撓性、金属基板の熱膨張・収縮への追従がより良好となりや
すい。上記元素のうち、Ｓｉ、Ｏ、Ｎ、Ｃは、主としてポリシロキサン重合体に由来する
ものとなる。Ｏ（酸素）の組成比は、より好ましくは１以上、さらに好ましくは１．５以
上とする。Ｎ（窒素）の組成比は、より好ましくは０．３以下、さらに好ましくは０．２
以下とする。Ｃ（炭素）の組成比は、より好ましくは０．２以上、さらに好ましくは０．
３以上、また、より好ましくは０．９以下、さらに好ましくは０．８以下とする。
【００５０】
　平坦化層３の組成が、上記範囲となっているかは、従来公知の分析法を用いて分析する
ことができる。こうした分析法としては、例えば、ＸＰＳ（Ｘ線光電子分析装置）法を挙
げることができる。本発明においては、ＸＰＳの測定は、ＸＰＳ（ＶＧ　Ｓｃｉｅｎｔｉ
ｆｉｃ社製ＥＳＣＡ　ＬＡＢ２２０ｉ－ＸＬ装置）により測定している。Ｘ線源としては
、Ａｇ－３ｄ－５／２ピーク強度が３００Ｋｃｐｓ～１ＭｃｐｓとなるＸ線源であるＭｇ
Ｋα線を用い、直径約１ｍｍのスリットを使用している。測定は、測定に供した試料面の
法線上に検出器をセットした状態で行い、適正な帯電補正を行っている。測定後の解析は
、上述のＸＰＳ装置に付属されたソフトウエアＥｃｌｉｐｓｅバージョン２．１を使用し
、Ｓｉ：２ｐ、Ｃ：１ｓ、Ｎ：１ｓ、Ｏ：１ｓのバインディングエネルギーに相当するピ
ークを用いて行っている。このとき、Ｃ：１ｓのピークのうち、炭化水素に該当するピー
クを基準として、各ピークシフトを修正し、ピークの結合状態を帰属させる。そして、各
ピークに対して、シャーリーのバックグラウンド除去を行い、ピーク面積に各元素の感度
係数補正（Ｃ＝１．０に対して、Ｓｉ＝０．８７、Ｎ＝１．７７、Ｏ＝２．８５）を行い
、原子数比を求めている。得られた原子数比について、Ｓｉ原子数を１とし、他の成分で
ある、Ｃ、Ｎ、及びＯの原子数を算出して成分割合としている。
【００５１】
　平坦化層３の厚さは、通常０．１μｍ以上、好ましくは０．３μｍ以上、より好ましく
は０．５μｍ以上とする。平坦化層３の厚さを上記範囲とすれば、可撓性基板１の平坦性
を確保しやすくなる。また、平坦化層３の厚さは、通常１０μｍ以下、好ましくは５μｍ
以下とする。平坦化層３の厚さを上記範囲とすれば、平坦性を確保しつつも金属基板２の
可撓性を損ないにくい。
【００５２】
　平坦化層３の形成方法は、適宜選択することができる。こうした方法としては、例えば
、ポリシロキサン重合体等を含有する塗布液を金属基板２上に塗布した後、これを乾燥（
熱処理）することにより得る方法を挙げることができる。
【００５３】
　ポリシロキサン重合体の塗布液は、通常、適当な溶媒を調整して、その溶媒中にシロキ
サン化合物と化合物Ａと所定の割合で投入しポリシロキサン重合体を重合し、さらに必要
に応じてポリシロキサン重合体以外の材料を添加することによって得ることができる。溶
媒は１種類であってもよいし、２種類以上の混合溶媒であってもよい。混合溶媒を用いる
場合には、主溶媒として、例えば、メタノール、エタノール、イソプロパノール、及びｔ
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－ブタノール等を用いることができる。そして、塗布面の均一性を上げる観点から、副溶
媒として、例えば、蟻酸等の低沸点溶媒、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エ
チレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテ
ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、シクロヘキサノン、ジエチレングリコール
ジメチルエーテル、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセ
トアミド、及びジメチルスルホキシド等の高沸点溶媒を１種類以上用いることができる。
混合溶媒における主溶媒の含有量は、通常６０重量％以上、９０重量％以下とする。但し
、金属基板２の表面形状及び親疎水性によって、溶媒の配合は調整される。例えば、接触
角が高角度である撥水性の金属基板２に対しては、疎水基を多く有するエーテル及び飽和
炭化水素を主溶媒とする場合もある。
【００５４】
　シロキサン化合物と化合物Ａとを重合する際には、シロキサン化合物及び化合物Ａの投
入比率、投入方法、温度、雰囲気等を適宜制御すればよい。具体的には、投入比率は、シ
ロキサン化合物及び化合物Ａにおいて、上述した所望の重合比を考慮して適宜制御すれば
よい。また投入方法は、ポリシロキサン重合体をスムースに重合するために、シロキサン
化合物及び化合物Ａを一度に投入せずに、投入量を制御して徐々に投入することが好まし
い。さらに温度も、通常－２０℃以上、６０℃以下とすればよい。そして、重合の際の雰
囲気は、酸化等を防止するために不活性雰囲気下で行うことが好ましい。不活性雰囲気と
しては、例えば、アルゴン雰囲気や窒素雰囲気を挙げることができる。このほか、所望の
ポリシロキサン重合体を得るために従来公知の制御を適宜行ってもよい。
【００５５】
　また、ポリシロキサン重合体を重合した後に、平坦化層３の厚さを制御する観点から、
追加で溶媒を添加して固形分濃度を調整してもよい。このときの溶媒の少なくとも一部は
重合時と同様の溶媒を用いることが好ましく、例えば混合溶媒を用いた場合には主溶媒と
同様の溶媒を用いてもよい。
【００５６】
　こうして得たポリシロキサン重合体の塗布液を、例えば、スクリーン印刷法、ロールコ
ート法、ミヤバーコート法、グラビアコート法、スピンコート法、及びダイコート法等を
用いて基材２上に塗布し、乾燥させることにより平坦化層３を得ることができる。上記塗
布方法のうち、工業生産性や厚さ制御の容易性から、ダイコート法、スピンコート法を用
いることが好ましい。また、乾燥（熱処理）は、用いる溶媒の沸点を考慮して乾燥（熱処
理）温度・時間の制御を適宜行えばよい。
【００５７】
　図２は、本発明の可撓性基板の他の一例を示す模式的な断面図である。可撓性基板１Ｂ
は、可撓性を有する金属基板２と、金属基板２の上に設けられた平坦化層３と、平坦化層
３の上に設けられた絶縁層４と、を有する。より具体的には、可撓性基板１Ｂは、図１に
示す可撓性基板１Ａにおいて、平坦化層３の上に絶縁層４をさらに設けたものである。こ
れにより、絶縁層４に用いる材料を適宜選択することにより可撓性基板１Ｂにさらなる機
能を付与することができるようになり、その結果、種々の用途に適用可能な可撓性基板１
Ｂが得られるようになる。なお、可撓性基板１Ｂにおいては、金属基板２と平坦化層３と
が接して設けられているが、必要に応じて、金属基板２と平坦化層３との間に適宜他の層
を設けてもよい。同様に、可撓性基板１Ｂにおいては、平坦化層３と絶縁層４とが接して
設けられているが、必要に応じて、平坦化層３と絶縁層４との間に適宜他の層を設けても
よい。
【００５８】
　可撓性基板１Ｂにおいて、金属基板２及び平坦化層３については、図１に示す可撓性基
板１Ａと同様であるので、説明の重複を避けるため、ここでの説明は省略する。なお、絶
縁層４は、後述するように、通常、真空成膜法によって材料を堆積させることにより形成
されるが、金属基板２上に絶縁層４を直接堆積形成した場合には、「平坦性」の条件を満
足できなくなる。上述のとおり、金属基板２の表面粗さは、ガラス基板の表面粗さに比べ
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て極めて粗くなっている。すなわち、ガラス基板では、表面の曲率半径の最大値Ｒｍａｘ
は、通常５０ｎｍ以下であるのに対し、金属基板２でのＲｍａｘは、通常数μｍ程度とな
り、両者のＲｍａｘのオーダには大きな差がある。このように、表面の粗い金属基板２上
に真空成膜法で絶縁層４を直接堆積させると、金属基板２表面の凹凸状態は、絶縁層４の
上面にも反映され、形成される絶縁層４の表面粗さも非常に粗いものとなる。そして、例
えば、こうした可撓性基板上にディスプレイを構成する素子を形成すると、ＴＦＴ素子や
ＭＩＭ素子などの電極や配線間での断線や絶縁不良などが生じ、満足なディスプレイを実
現することはできない。そこで、本発明においては、金属基板２と絶縁層４との間に平坦
化層３を設けるのである。
【００５９】
　絶縁層４は、上面の表面粗さが下面の表面粗さとほぼ等しくなるように形成されること
が好ましい。これにより、絶縁層４の表面の平坦性は、平坦化層３の表面の平坦性とほぼ
同じになるため、金属基板２／平坦化層３／絶縁層４の三層から構成される可撓性基板１
Ｂの表面は、十分な平坦性を有することになる。
【００６０】
　絶縁層４は、絶縁性を有するものであれば特に制限はなく、可撓性基板１Ｂに求められ
る機能に応じて適宜その材料を選択すればよい。可撓性基板１Ｂに求められる上記機能と
しては、例えばガスバリア性を挙げることができ、この場合には、絶縁性４をガスバリア
層として用いる。
【００６１】
　絶縁層４をガスバリア層として用いる場合には、絶縁層４をガスバリア機能を有する材
料で形成すればよい。こうした材料としては、例えば、酸化珪素、酸化アルミニウム、酸
化マグネシウム、酸化インジウム、酸化カルシウム、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸
化ホウ素、酸化ハフニウム、酸化バリウム、酸化錫、酸化亜鉛等の酸化物；窒化珪素、窒
化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化マグネシウム等の窒化物；炭化珪素等の炭化物、硫化
物等を挙げることができる。また、それらから選ばれた二種以上の複合体を用いてもよい
。こうした複合体としては、例えば、２種以上の酸化物を用いる複合酸化物、２種以上の
酸化物及び窒化物を用いる複合金属酸窒化物、酸素と窒素を含有する無機酸化窒化物、さ
らに炭素を含有してなる無機酸化炭化物、無機窒化炭化物、無機酸化窒化炭化物等を挙げ
ることができる。より具体的には、無機酸化物（ＭＯｘ）、無機窒化物（ＭＮｙ）、無機
炭化物（ＭＣｚ）、無機酸化炭化物（ＭＯｘＣｚ）、無機窒化炭化物（ＭＮｙＣｚ）、無
機酸化窒化物（ＭＯｘＮｙ）、無機酸化窒化炭化物（ＭＯｘＮｙＣｚ）で、好ましいＭは
、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ等の金属元素である。なかでも、ＭをＳｉとし、酸化珪素からなる膜
は、透明性が高くかつガスバリア性も良好となり、一方、窒化珪素はさらに高いガスバリ
ア性を発揮するので好ましく用いられる。特に好ましくは、酸化珪素と窒化珪素の複合体
（無機酸化窒化物（ＳｉＯｘＮｙ））である。酸化珪素の含有量が多いと透明性が向上し
、窒化珪素の含有量が多いとガスバリア性が向上する。その他、２種以上の酸化物を用い
る複合酸化物として、例えば、ＭａＭｂＯｘ、ＭａＭｂＭｃＯｘ等を挙げることができる
。さらに、２種以上の酸化物及び窒化物を用いる複合金属酸窒化物として、例えば、Ｍａ
ＭｂＯｘＮｙや、ＭａＭｂＭｃＯｘＮｙ等を挙げることができる。ここで、Ｍａ、Ｍｂ、
及びＭｃは異なる金属元素を表し、それぞれ、例えば、Ｓｎ、Ｚｎ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ等
を挙げることができる。また、絶縁層４には、上述の材料の他所定の添加剤や不純物が所
定量含有されていてもよい。
【００６２】
　絶縁層４の厚さは、通常１０ｎｍ以上、好ましくは３０ｎｍ以上、また、通常２００ｎ
ｍ以下、好ましくは１５０ｎｍ以下とする。絶縁層４の厚さを上記範囲とすれば、絶縁層
４としての機能を確保しやすくなる。
【００６３】
　絶縁層４の形成方法は特に制限はないが、通常、真空成膜法が用いられる。真空成膜法
を用いることにより、平坦化層３の表面の粗さと、絶縁層４の表面の粗さと、をほぼ等し
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くしやすくなる。こうした真空成膜法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法
、イオンプレーティング法、Ｃａｔ－ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法、大気圧プラズマＣＶ
Ｄ法等を用いればよい。こうした形成方法は、成膜材料の種類、成膜のしやすさ、工程効
率等を考慮して選択すればよい。こうした形成方法のいくつかにつき以下説明する。
【００６４】
　真空蒸着法とは、抵抗加熱、高周波誘導加熱、電子線やイオンビーム等のビーム加熱等
により、るつぼに入った材料を加熱、蒸発させて平坦化層３に付着させ、絶縁層４を得る
方法である。その際、絶縁層４の組成等により加熱温度、加熱方法を変化させることがで
き、成膜時に酸化反応等を起こさせる反応性蒸着法も使用できる。
【００６５】
　スパッタリング法とは、真空チャンバー内にターゲットを設置し、高電圧をかけてイオ
ン化した希ガス元素（通常はアルゴン）をターゲットに衝突させて、ターゲット表面の原
子をはじき出し、平坦化層３に付着させ、絶縁層４を得る方法である。このとき、チャン
バー内に窒素ガスや酸素ガスを流すことにより、ターゲットからはじき出された元素と、
窒素や酸素とを反応させて絶縁層４を形成する、反応性スパッタリング法を用いてもよい
。スパッタリング法としては、例えば、ＤＣ２極スパッタリング、ＲＦ２極スパッタリン
グ、３極・４極スパッタリング、ＥＣＲスパッタリング、イオンビームスパッタリング、
及びマグネトロンスパッタリング等を挙げることができるが、工業的にはマグネトロンス
パッタリングを用いることが好ましい。
【００６６】
　イオンプレーティング法とは、真空蒸着とプラズマの複合技術であり、原則としてガス
プラズマを利用して、蒸発粒子の一部をイオンもしくは励起粒子とし、活性化して薄膜を
形成する方法である。イオンプレーティング法においては、反応ガスのプラズマを利用し
て蒸発粒子と結合させ、化合物膜を合成させる反応性イオンプレーティングが有効である
。プラズマ中の操作であるため、安定なプラズマを得るのが第１条件であり、低ガス圧の
領域での弱電離プラズマによる低温プラズマを用いる場合が多い。このため、混合物や複
合酸化物を形成する場合に好ましく用いられる。放電を起こす手段から、直流励起型と高
周波励起型に大別されるが、ほかに蒸発機構にホローカソード、イオンビームを用いる場
合もある。
【００６７】
　プラズマＣＶＤ法とは、化学気相成長法の一種である。プラズマＣＶＤ法においては、
プラズマ放電中に原料を気化して供給し、系内のガスを衝突により相互に活性化してラジ
カル化するため、熱的励起のみによっては不可能な低温下での反応が可能となる。金属基
材２／平坦化層３の積層体は、背後からヒータによって加熱され、電極間の放電中での反
応により膜が形成される。プラズマの発生に用いる周波数により、ＨＦ（数十～数百ｋＨ
ｚ）、ＲＦ（１３．５６ＭＨｚ）、及びマイクロ波（２．４５ＧＨｚ）に分類される。マ
イクロ波を用いる場合は、反応ガスを励起し、アフターグロー中で成膜する方法と、ＥＣ
Ｒ条件を満たす磁場（８７５Ｇａｕｓｓ）中にマイクロ波導入するＥＣＲプラズマＣＶＤ
に大別される。また、プラズマ発生方法で分類すると、容量結合方式（平行平板型）と誘
導結合方式（コイル方式）に分類される。
【００６８】
　絶縁層４の組成の制御は、上記紹介した製造方法を適宜用いつつ、製造条件を適宜変化
させることにより行うことができる。
【００６９】
　図３は、本発明の可撓性基板のさらに他の一例を示す模式的な断面図である。可撓性基
板１Ｃは、可撓性を有する金属基板２と、金属基板２の上に設けられた平坦化層３と、平
坦化層３の上に設けられた放熱層５と、を有する。より具体的には、可撓性基板１Ｃは、
図１に示す可撓性基板１Ａにおいて、平坦化層３の上に放熱層５をさらに設けたものであ
る。これにより、可撓性基板１Ｃに良好な放熱性を付与することができるようになり、そ
の結果、種々の用途に適用可能な可撓性基板１Ｃが得られるようになる。なお、可撓性基
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板１Ｃにおいては、金属基板２と平坦化層３とが接して設けられているが、必要に応じて
、金属基板２と平坦化層３との間に適宜他の層を設けてもよい。同様に、可撓性基板１Ｃ
においては、平坦化層３と放熱層５とが接して設けられているが、必要に応じて、平坦化
層３と放熱層５との間に適宜他の層を設けてもよい。
【００７０】
　可撓性基板１Ｃにおいて、金属基板２及び平坦化層３については、図１に示す可撓性基
板１Ａと同様であるので、説明の重複を避けるため、ここでの説明は省略する。
【００７１】
　放熱層５に用いる材料は、所望の放熱性を有するものであればよいが、放熱性が確保し
やすくなるという観点から、金属化合物、アモルファスカーボン、ダイヤモンドライクカ
ーボンを用いることが好ましい。金属化合物としては、例えば、窒化アルミ、窒化チタン
、酸化亜鉛、アルミナ、及び窒化硼素等を挙げることができ、好ましくは窒化アルミ、窒
化チタンを挙げることができる。
【００７２】
　放熱層５の熱伝導率は、通常２０Ｗ／ｍＫ以上とするが、好ましくは２５Ｗ／ｍＫ以上
とする。熱伝導率を上記範囲とすることにより、可撓性基板１Ｃの放熱性がより確保され
やすくなる。熱伝導率は、高ければ高いほど放熱性に優れるので好ましいが、通常２００
０Ｗ／ｍＫ以下となる。
【００７３】
　放熱層５の熱伝導率は、光交流法を用いて測定することができる。より具体的には、本
発明においては、アルバック理工社製の光交流法熱拡散率測定装置　ＬａｓｅｒＰＩＴ－
１を用い、熱源にダイオードレーザ、測定環境を大気圧（２０℃）として熱伝導率を測定
することができる。
【００７４】
　放熱層５の厚さは、通常２ｎｍ以上、好ましくは５ｎｍ以上、さらに好ましくは１０ｎ
ｍ以上、また、通常５００ｎｍ以下、好ましくは４００ｎｍ以下、さらに好ましくは３０
０ｎｍ以下とする。上記範囲とすれば、放熱性を確保しつつ、クラックが入りにくく生産
性を高くしやすくなる。
【００７５】
　放熱層５の形成方法は、適宜選択することができる。こうした方法としては、例えば、
スパッタリング法、イオンプレーティング法、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、及びプラズマＣＶＤ法等を挙げることができる。こうした製
造方法は、成膜材料の種類、成膜のしやすさ、工程効率等を考慮して選択すればよい。
【００７６】
　以上、可撓性基板１の具体例として、可撓性基板１Ａ，１Ｂ，１Ｃについて説明したが
、可撓性基板１の層構成はこれら具体例に限られず、積層に関するバリエーションは、本
発明の要旨の範囲内において適宜行うことができる。具体的には、金属基板２、平坦化層
３、絶縁層４、及び放熱層５の他にも、例えば、電極等として機能する透明導電層、キズ
等に対して保護機能を有するハードコート層、水分を吸着する機能を有する吸湿層、反射
防止層、帯電防止層、及び防汚層等を挙げることができる。これらのうち、反射防止層、
帯電防止層、及び防汚層は、粘着剤を介して可撓性基板１と貼り合わせるようにしてもよ
い。また、可撓性基板１を、金属基板２／平坦化層３／絶縁層４／放熱層５という層構成
にしてもよい。
【００７７】
　可撓性基板１は、その表面の最大高低差（Ｒｍａｘ）が７５０ｎｍ以下であることが好
ましい。これにより、可撓性基板１の表面粗さが過度に粗くなる、又は過度に平坦になる
ということがなくなり、その結果、様々な用途に応用可能な可撓性基板１が得られる。Ｒ
ｍａｘは、より好ましくは５００ｎｍ以下、さらに好ましくは４００ｎｍ以下である。一
方、太陽電池等を支持するために可撓性基板１を用いる場合には、乱反射を用いて光の吸
収率を確保するために、可撓性基板１の表面のＲｍａｘは、５０ｎｍ以上とすることが好
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ましく、１００ｎｍ以上とすることがより好ましい。
【００７８】
　可撓性基板１の表面のＲｍａｘの測定は、従来公知の方法を適宜用いればよい。本発明
においては、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐ
ｅ）として、セイコーインスツルメンツ社製のＮａｎｏｐｉｃｓ－１０００を用い、ＪＩ
Ｓ　Ｂ０６０１に準拠して、４μｍの範囲にて最大突起長（Ｒｍａｘ）を測定することに
より評価を行っている。
【００７９】
　可撓性基板１では、平坦化層３に所定の構造を有するポリシロキサン重合体を含有させ
るので、平坦化層３の物性（より具体的には堅さ）を適度に制御することができ、金属基
板２の膨張・収縮に対する平坦化層３の追従がしやすくなる。こうした物性を有する平坦
化層３の表面硬度は、鉛筆硬度で通常３Ｈ～４Ｈ程度となる。なお、鉛筆硬度は、一般的
には、可撓性基板１の表面をＪＩＳ　Ｋ５４００の８.４.２に従い各種硬度の鉛筆でひっ
かき、傷が発生しない最大硬度の鉛筆の硬度で示されるものである。
【００８０】
　可撓性基板１は、種々のデバイスを支持する基材として用いることができる。こうした
デバイスの例としては、太陽電池、液晶ディスプレイ、ＯＬＥＤ（Organic　light-emitt
ing　diode　有機発光ダイオード）ディスプレイ、及びＯＬＥＤ照明を挙げることができ
る。
【００８１】
　可撓性基板１は、所定の絶縁性を有する。絶縁性は、従来公知の方法を用いて評価する
ことができるが、本発明では可撓性基板１の帯電圧を測定することによって絶縁性を評価
することができる。具体的には、耐電圧測定器（製造元：日本テクノナート、型式：ＭＯ
ＤＥＬ　Ａ－４４００、最高出力：５０ｋＶ、対応規格：ＪＩＳ　Ｋ　６９１１）を用い
て測定すればよい。耐電圧は、通常２０Ｖ以上、好ましくは２５Ｖ以上とする。一方帯電
圧は高ければ高いほど絶縁性が高いので好ましいが、通常１０，０００Ｖ以下となる。
【００８２】
　（可撓性基板の製造方法）
　可撓性基板１の製造方法は、シロキサン化合物と、重合時にこのシロキサン化合物が有
する水酸基と反応しうる官能基を分子内に有し、珪素を分子内に有しない化合物Ａと、を
重合させて得たポリシロキサン重合体を用いて平坦化層３を成膜する平坦化層形成工程を
有する。これにより、ポリシロキサン重合体の構造を制御して平坦化層３の物性を制御す
ることができるようになるとともに平坦化層３で平坦性と絶縁性とを確保することができ
る。
【００８３】
　平坦化層３の形成方法（平坦化層形成工程）については、平坦化層３について詳細に説
明した際にすでに説明を行ったとおりである。また、可撓性基板１の製造方法では、平坦
化層形成工程以外の工程を適宜行ってもよい。こうした他の工程としては、例えば、金属
基板２を準備する金属基板準備工程、絶縁層４を形成（成膜）する絶縁層形成工程、及び
放熱層５を形成（成膜）する放熱層形成工程等を挙げることができる。そして、金属基板
２の準備方法（金属基板準備工程）は、金属基板２について詳細に説明した際にすでに説
明したとおりである。同様に、絶縁層４の形成方法（絶縁層形成工程）は、絶縁層４につ
いて詳細に説明した際にすでに説明したとおりである。また、放熱層５の形成方法（放熱
層形成工程）は放熱層５について詳細に説明した際にすでに説明したとおりである。そこ
で、各工程については説明の重複を避けるため、ここでの説明は省略する。その他、必要
に応じて、さらに他の工程として従来公知のものを適宜行ってもよい。
【００８４】
　以上説明したように、本発明の可撓性基板の製造方法によれば、様々な用途に応用可能
な所望の平坦性、可撓性、及び絶縁性を有し、金属基板の膨張・収縮への良好な追従が可
能で、生産効率の高い、可撓性基板の製造方法を提供することができる。
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【００８５】
　（製品）
　本発明の製品は、本発明の可撓性基板を用いた製品であって、該製品が、ディスプレイ
、照明、又は太陽電池である。これにより、より高いガスバリア性や所定の表面粗さが必
要とされる製品に本発明の可撓性基板が用いられることになり、その結果、より高性能な
ディスプレイ、照明、及び太陽電池を提供することができる。
【００８６】
　本発明の可撓性基板は、一般には、上記製品の基板として用いられる。そして、ディス
プレイとしては、例えば、有機ＥＬディスプレイ、液晶ディスプレイ等を挙げることがで
きる。また、照明としては、例えば、有機ＥＬ照明等を挙げることができる。そして、太
陽電池としては、例えば、シリコン太陽電池や化合物半導体を用いた太陽電池等を挙げる
ことができる。このように、ディスプレイ、照明、及び太陽電池は、本発明の可撓性基板
を用いること以外は、従来公知の部材を適宜用いて形成することができる。
【実施例】
【００８７】
　次に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限
り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。
【００８８】
　［実施例１］
　（金属基板準備工程）
　厚さ０．２ｍｍのＳＵＳ３０４基板を金属基板として用意した。金属基板の表面粗さ（
Ｒｍａｘ）を測定したところ、２．０μｍであった。Ｒｍａｘは、触針式表面形状測定器
　Ｄｅｋｔａｋ　１５０を用いて測定長さ０．１ｍｍの条件で測定した。
【００８９】
　（平坦化層形成工程）
　金属基板上に、ポリシロキサン重合体の塗工液を約３０００ｎｍの厚さになるようにス
ピンコート法で塗布し、その後熱処理して平坦化層を得た。ポリシロキサン重合体の塗布
液は、以下のようにして製造した。まず、エタノール６１．１６ｇの攪拌下に蟻酸１０．
０１ｇを少量ずつ添加して、蟻酸のエタノール溶液を調製した。次いで、この溶液を窒素
雰囲気下で４０℃に加熱し、還流下でテトラエトキシシラン（ＴＥＯＳ）２０．８３ｇと
、蓚酸ジメチル（化合物Ａ）３．０３ｇと、を滴下して、ＴＥＯＳと化合物Ａとを重合さ
せた。滴下後、室温まで放冷してポリシロキサン重合体の塗布液を調製した。そして、こ
の塗布液に、メタノール溶液を添加し、重量比が１：１（固形分濃度５重量％）となるよ
うに希釈した。そして、この塗布液をスピンコート法にて基材上に塗布し、約３０００ｎ
ｍの塗膜を形成し、加熱条件を１５０℃／３０分として、平坦化層を形成した。
【００９０】
　（平坦化層の組成分析）
　平坦化層の組成を、ＸＰＳ（Ｘ線光電子分析装置）法で分析した。ＸＰＳの測定は、Ｘ
ＰＳ（ＶＧ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社製ＥＳＣＡ　ＬＡＢ２２０ｉ－ＸＬ装置）により測
定した。Ｘ線源としては、Ａｇ－３ｄ－５／２ピーク強度が３００Ｋｃｐｓ～１Ｍｃｐｓ
となるＸ線源であるＭｇＫα線を用い、直径約１ｍｍのスリットを使用した。測定は、測
定に供した試料面の法線上に検出器をセットした状態で行い、適正な帯電補正を行った。
測定後の解析は、上述のＸＰＳ装置に付属されたソフトウエアＥｃｌｉｐｓｅバージョン
２．１を使用し、Ｓｉ：２ｐ、Ｃ：１ｓ、Ｎ：１ｓ、Ｏ：１ｓのバインディングエネルギ
ーに相当するピークを用いて行った。このとき、Ｃ：１ｓのピークのうち、炭化水素に該
当するピークを基準として、各ピークシフトを修正し、ピークの結合状態を帰属させた。
そして、各ピークに対して、シャーリーのバックグラウンド除去を行い、ピーク面積に各
元素の感度係数補正（Ｃ＝１．０に対して、Ｓｉ＝０．８７、Ｎ＝１．７７、Ｏ＝２．８
５）を行い、原子数比を求めた。そして、得られた原子数比について、Ｓｉ原子数を１と
し、他の成分である、Ｃ、Ｎ、及びＯの原子数を算出して成分割合とした。その結果、Ｓ
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ｉ：Ｏ：Ｎ：Ｃ＝１：１．９：０：０．５であった。
【００９１】
　（可撓性基板の表面粗さの測定）
　以上のようにして得た可撓性基板の表面粗さ（Ｒｍａｘ）を測定した。測定は、原子間
力顕微鏡（ＡＦＭ：Ａｔｏｍｉｃ　Ｆｏｒｃｅ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）として、セイコ
ーインスツルメンツ社製のＮａｎｏｐｉｃｓ－１０００を用い、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に準
拠して、４μｍの範囲にて最大突起長（Ｒｍａｘ）を測定することにより評価を行った。
その結果、Ｒｍａｘは、３００ｎｍとなった。
【００９２】
　（可撓性基板の耐電圧の測定）
　可撓性基板の耐電圧は、耐電圧測定器（製造元：日本テクノナート、型式：ＭＯＤＥＬ
　Ａ－４４００、最高出力：５０ｋＶ、対応規格：ＪＩＳ　Ｋ　６９１１）を用いて測定
した。その結果、耐電圧は３０Ｖであった。
【００９３】
　［実施例２］
　実施例１の可撓性基板の平坦化層上に、厚さが１００ｎｍの絶縁層（窒化珪素）をスパ
ッタリング法に形成することにより、可撓性基板を製造した。絶縁層の成膜条件は以下の
とおりである。
ターゲット：Ｓｉ３Ｎ４

電源：ＲＦ
電力：３ｋＷ
Ａｒ：８０ｓｃｃｍ、窒素：２０ｓｃｃｍ
【００９４】
　実施例１と同様にして可撓性基板の表面粗さの測定をしたところ、Ｒｍａｘ＝２５０ｎ
ｍであった。また、実施例１と同様にして耐電圧を測定したところ、５０Ｖであった。
【００９５】
　［実施例３］
　実施例１の可撓性基板の平坦化層上に、厚さが５０ｎｍの放熱層（アモルファスカーボ
ン）をイオンプレーティグ法にて形成することにより、可撓性基板を製造した。放熱層の
成膜条件は以下のとおりである。
ターゲット：カーボン
電力：１０ｋＷ
Ａｒ：８０ｓｃｃｍ
【００９６】
　実施例１と同様にして可撓性基板の表面粗さの測定をしたところ、Ｒｍａｘ＝３００ｎ
ｍであった。また、実施例１と同様にして耐電圧を測定したところ、３０Ｖであった。ま
た、可撓性基板の放熱層の熱伝導率を測定したところ、３０Ｗ／ｍＫであった。熱伝導率
の測定は、アルバック理工社製の光交流法熱拡散率測定装置　ＬａｓｅｒＰＩＴ－１を用
い、熱源にダイオードレーザ、測定環境を大気圧（２０℃）として行った。
【００９７】
　［比較例１］
　実施例１で用いた金属基板上に、下記組成物をスピンコーターにて、５００ｒｐｍで塗
布し、約１μｍの塗工膜を形成し、これを乾燥させることにより平坦化層を形成した。そ
して、平坦化層上に、実施例２と同様の製造方法で、絶縁層を形成した。
【００９８】
　組成物は以下のようにして準備した。すなわち、ポリエチレンイミン６．９８ｇ、γー
グリシドキシプロピルトリメトキシシラン９．２５ｇ、メタノール２５．１ｇを混合して
、６５℃で窒素雰囲気下３時間撹拌して反応溶液を得た。そして、この反応溶液にテトラ
メトキシシラン７２．０ｇとメタノール１１．１ｇの混合液を加え２時間撹拌して組成物
を得た。
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【００９９】
　こうして得た可撓性基板の表面粗さを実施例１と同様にして測定したところ、Ｒｍａｘ
：１μｍであった。また、耐電圧を実施例１と同様にして測定したところ、４０Ｖであっ
た。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の可撓性基板の一例を示す模式的な断面図である。
【図２】本発明の可撓性基板の他の一例を示す模式的な断面図である。
【図３】本発明の可撓性基板のさらに他の一例を示す模式的な断面図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　可撓性基板
　２　金属基板
　３　平坦化層
　４　絶縁層（ガスバリア層）
　５　放熱層

【図１】 【図２】
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